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第５章 
市街地の景観ゾーン 

（岩国地域） 
の景観形成方針 

 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

２．景観形成の目標 

３．「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承 

４．景観形成方針（一般地区） 

５．横山重点地区の景観形成方針 

６．岩国重点地区の景観形成方針 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 

１．景観特性と景観まちづくりの課題 

市街地の景観ゾーン（岩国地域）は、中国山地から連なる山々と市街地に潤いをもたらす錦川、錦帯橋を中心とした旧城下町の面影が残る歴史的なまちなみ、岩国駅周辺の中心市街地や臨海工業地等、多様な景観資源が

集積する景観ゾーンとなっています。 

市街地の景観ゾーン（岩国地域）全体における景観特性と景観まちづくりの課題を、「自然」「歴史・文化」「生活・生産」の３つの視点から示します。 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

２．景観形成の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地の景観ゾーンでは、市街地を取り囲む豊かな緑と清流錦川の流れ、錦帯橋に代表

される城下町岩国の歴史と伝統に彩られた景観を守り育てるとともに、岩国駅周辺の新し

い都市の景観づくりによるにぎわい、臨海部の工場群が創りだす産業の景観等、様々な個

性が息づく景観づくりをめざします。 

（錦川） （名勝錦帯橋） 

（岩国まつり） （尾津のハス田） 

人々の生活・生産 

自然 歴史・文化 
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３．「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承 

岩国の市街地は、岩国山、城山、錦川による自然（地形）と、近世の吉川氏による城下町の整備

や錦川の治水事業、干拓による開作等により現在の市街地の基盤が整えられました。その錦川下流

域において多くの人々の生活・生業が脈々と受け継がれ、現在の景観が形成されています。 

岩国の市街地の景観形成においては、その特性をふまえ、本市固有の文化的景観の価値を継承し

ながら、魅力ある市街地景観の保全・形成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）土地利用にみる重層性 

錦川下流域は、陸化が遅く、近世の城下町整備によりようやく土地利用が進みました。 

中世の錦川下流域は、古代からの陸上交通の要衝であり、横山の永興寺に政治的・軍事的拠点が

置かれました。中世の拠点は、氾濫原の横山、岩国山の山麓から続く丘陵地、亀尾城があったとさ

れる丘陵地の三角州に突き出た辺り等、いずれも自然条件から土地利用が可能であったところに位

置しています。現在、発掘が続く中津にも、中世から居館があったとされ、海上交通との結節機能

は横山より河口に近い錦川が門前川と分岐する辺りにあったと想定されます。 

こうした中世の土地利用のうち、横山の拠点性は、近世に継承され、対岸の岩国と機能分担する

城下町が形成されました。あわせて山陽道（西国街道）との結節点で高札が立つ関戸、御庄、西氏、

瀬戸内航路との結節点となった今津に、集落や町場が形成されました。今津は城下の外港として他

とは異なり、町割りされ都市性がありました。近世には、築堤による都市的土地利用や干拓による

開作など、水とつきあう技術の進化による土地利用が進みました。 

この近世の土地利用の広がりが近代都市の基盤となっています。干拓地では、鉄道駅、工場、航

「錦川下流域における岩国の文化的景観」としての象徴的な景観 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

空基地など近代化を受け入れ、大規模な土地利用が継承されています。歴史的城下町は、その空間

性が維持され、町場の賑わいが1970年代まで続きました。 

時代とともに用途が変わり様相は変化しますが、自然条件に制約されてきた立地性や分散型都市

構造は継承されています。建築物等の更新により表出する景観は変化するものの、土地利用構造は

維持され、そこに下流域の土地利用の重層性が現れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大きな景観単位としての「都市域」と「生産域」 

こうした下流域の土地利用の重層性を考慮すると、現在の錦川下流域は、大きな景観単位として

「都市域」と「生産域」から構成されていることがわかります。 

都市域は、中世の拠点性（交通の要衝＋永興寺（政治的・軍事的拠点））を引き継ぐ近世の城下町

と、広域ネットワークとの接点である陸上・水上交通路の結節点で都市機能を分担してきた町を含

む城下の広がりとなります。近代化過程においても歴史的市街地として都市性を維持してきた地域

となります。 

都市域では、近世城下町（横山・岩国）、今津・関戸・御庄・西氏の近世の結節機能を担ってきた

場所、錦川、城山、岩国山といった自然要素が、特徴的な景観構成単位となっています。こうした

特徴的な景観構成単位の間をつなぐように、あいまいな景観を生み出している土地利用（市街地）

の広がりがあります。都市域は、近世の都市機能に基づく歴史的な場所のまとまり、自然要素、あ

いまいな土地利用といった景観構成単位によって構造化されています。 

生産域は、中世には陸地化が進んでいない河口付近に位置し、近世の干拓により農地（または塩

土地利用にみる重層性 
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田）として土地開発が行われたところとなります。近代化の過程で鉄道が敷設されることにより駅

を中心とした新たな拠点性が創出されるとともに、臨海部において大規模な工場や航空基地が立地

した地域となります。 

生産域は、近世から現在に至るまで、都市域の生活と経済を支えています。生産域を構成する主

要な景観構成単位には、麻里布（近代の中心市街地）、中津の位置する川下（三角州のまとまり）、

ハス田、大規模工場、基地、錦川（今津川）、門前川があります。 

錦川の自然条件においては一体の下流域ですが、土地利用の歴史的経緯と地形条件から、錦川下

流域は「都市域」と「生産域」の大きく２つの景観単位があり、それぞれにその景観地を特徴づけ

る景観構成単位がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）都市域と生産域における象徴的景観地 

「都市域」において、錦川下流域の本質的価値を もよ

く表している景観地が、近世に計画的に開発整備された岩

国城下町（横山・岩国地区）のエリアです。錦川による自

然条件から土地利用が限定的であった下流域において、築

堤により都市的土地利用が進んだところで、川とつきあい

ながら生活・生業の場が形成されています。近年は建築物

の建て替えが進んでいますが、現在も横山と岩国が機能分

担する分散構造は維持されており、城下町の町割が残って

います。錦川での風物が四季を彩り、錦帯橋の観光が人々

の往来を呼んでおり、川のある暮らしが見られます。 

大きな景観単位としての「都市域」と「生産域」 

大きな土地の屋敷地が継承され 

門塀や前庭の緑が連なる横山地区 



 

45 

市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

「生産域」では、干拓により開作された都市経済を支え

る大規模土地利用の形態が、農地から工業用地へと変化す

るなかで、錦川の水利を維持し農地の特性を継承している

のが尾津地区のハス田です。レンコンは岩国の特産であり、

岩国寿司をはじめとした郷土料理に欠かせないものとなっ

ています。 

都市域における川とつきあう土地利用と歴史的都市性及

び物見の営みを継承する景観地である岩国城下町、生産域

の大規模農耕地を継承する景観地であるハス田が、錦川下

流域における文化的景観の２つの景観単位の本質的価値を

象徴する景観地として景観の保全形成を図ります。 

 

 

 

（４）岩国城下町地区（文化的景観保存活用計画区域） 

１）文化的景観「岩国城下町地区」の範囲 

「都市域」において、錦川下

流域の本質的価値を もよく表

している景観地である岩国城下

町は、錦川が岩国断層帯の影響

で 後に大きく蛇行する場所に

位置します。 

岩国城下町は、かつて岩国城

が置かれた「城山」、「錦川」、ま

た錦川の両岸に形成された歴史

的な市街地である「横山地区」

と「岩国地区」、さらに、錦帯橋

とともに物見の風景を形成する

「岩国山」から構成され、これ

らが一体となって文化的景観を

形成しています。 

錦帯橋周辺の往来を支える 

土産物屋等が連なる岩国地区 

いわくにレンコン栽培が継承される 

ハス田の広がる尾津地区 

岩国城下町地区の範囲とその構成 
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２）景観特性と特徴（守るべき価値や要素） 

以下に示す３つの景観特性と特徴は、岩国市の文化的景観である岩国城下町の歴史を根底に置き、

その唯一無二の魅力を継承しながら今後の発展を導く上で、欠かすことのできないものです。 

 

川と向き合う都市
ま ち

の仕掛けと暮らし 

○錦川の治水 

岩国城下町は、錦川が下流に入り大きく逆Ｓ字に蛇行す

る地点において、州が広がる中、土手を築き、河道を整理

することで建設されました。そのため、蛇行部における川

の流れに対する治水対策は常に重要視されてきました。文

献からも、まず横山の藩主居館周りの石垣や堀の工事に着

手し、その後、山上の城の普請に取り掛かった様子からも、

治水が重要であったことがうかがえます。 

土手では水が激しく当たる箇所には浸食を防ぐため、石

積を施したり、水防林として竹を植えたりしてきました。

横山地区では、水衝部の手前に、川に突き出す石積の構造

物「石出し」を現在も見ることができます。これは、水の

流れと勢いを制御して、その川下の土手を守るためのもの

です。 

 

○浸水への備え 

横山地区は、南北に流れる錦川に沿って土手が築かれ、

城山との間の狭い土地に市街地が整備されています。大雨

時には錦川の水位が上昇し、地区内の排水ができなくなる

という問題を抱え、錦川の増水・氾濫と内水の両方から浸

水しやすいところでした。浸水時に備え、藩主居館や家中

屋敷には船が配備されていました。 

城下町建設時には、藩主居館の周囲とその近傍に堀を設

けていましたが、戦乱が治まり社会が安定すると、これら

は浸水対策の遊水池として使われるようになりました。 

幅広の排水路を巡らしたり、浸水を防ぐために地盤や建

物基礎を嵩上げするなどの対策も見られ、特徴的な景観を

つくりあげています。

掘割 

石出し護岸 

竹林（水防林） 

石積による嵩上げ 
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○川と向き合う暮らし 

蛇行する錦川に半円状に突き出す岩国地区では、河岸に

比較的広い河原が形成されています。 

江戸時代後期の絵図には、錦川を船が往来し、河原に船

が停泊する様子や散策を楽しむ人とともに、錦帯橋橋詰北

側の土手上に町家が並ぶ様子などが描かれています。 

昭和９（1934）年度に新たな土手（カワドテ）が川側に

築堤されると、江戸期の土手は堤防の役割を失い、ナカド

テと呼ばれるようになります。 

今でも土地の起伏や法面の石積みに土手の名残を見せ、

また川に張り出して建てていた家屋を沿道に残していま

す。 

ナカドテの川側に懸かる形で、「懸作り」と呼ばれる町

家（下図）が江戸時代の早い時期から建てられていました。

今でもナカドテを内包する建物が多く、あわせて川側の建 

物の２階は川を眺める部屋としてかつては接客等に使われていた設えが残っています。川側

の内縁や手摺り等のある外観は、風格ある座敷として使われてきたことを受け継いでいます。

ナカドテ側のまちなみ 

カワドテ側のまちなみ 

ナカドテの懸作りの建物と川側の2階屋を廊下でつないだタイプの住宅 

ナカドテの懸作りの建物と川側の2階屋を大屋根でつないだタイプの住宅 
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錦帯橋がつなぐ岩国城下町 

○城下町としての一体性 

吉川広家の移封以前、錦川の河道は安定せず、州が広が

っており、城山の山裾に永興寺が建つ以外、土地の利用は

極めて限られていたと考えられます。 

岩国城下町は、錦川の州の中に建設することとなったた

め、両岸に分かれる形で整備せざるを得なかったと考えら

れます。そのため、藩政初期から両岸の城下町をつなぐ橋

が架けられていたと考えられます。橋は、増水により何度

も流出したとされ、そのため、錦帯橋付近には渡船場も常

置されていました。 

錦帯橋が架橋された場所は、錦川の蛇行が緩やかになり、川幅を広げるため、水深も浅い平

瀬となっているところで、架橋にも渡河にも適していました。直線的に主要道がこの両岸に通

されている点にも、城下町建設の計画性が強くうかがえます。 

 

○横山地区と岩国地区 

江戸時代、横山地区は藩主居館や諸役所、重臣等の屋敷

が置かれ藩政の拠点とされ、岩国地区には家臣団の屋敷が

並び、町人地が形成されていました。 

岩国藩は江戸時代初期から干拓と開作により土地を広

げ農地を増やしてきたことから、近代以降は瀬戸内海に近

いこれら開作された地域に住宅地や商業地、工業地帯が発

展しました。経済の中心は沿岸部へと移ったが、横山地区

も岩国地区も、岩国城下町の風情と活気を保ちながら、今

日に至っています。 

横山地区では、明治以降、城山と共に文教エリアや観光

スポットとしての性格を強めてきたが、城山と共に江戸時

代の武家地の敷地割が継承され、藩政期の拠点であった風

情を残しています。 

岩国地区には、近世の岩国七町の町家や近代初期の賑わいを伝える商業・業務施設を継承す

るまちなみがあります。生活を支える商店や事業所、旅館や土産物屋等が建ち並び、その瀟洒
しょうしゃ

な

外観は各時代の都市の活力を伝えています。町人地や武家地由来の景観が残る岩国地区は、そ

の特徴ある景観とともに、今でも周辺地域の生活拠点の役割を担っています。

両岸をつなぐ錦帯橋 

横山地区のまちなみ 

岩国地区のまちなみ 
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描かれる風景と物見の生業 

○描かれる風景 

江戸時代に入ると、戦が収まり、街道や宿場が整備され、

旅の大衆化が始まります。 初はお伊勢参りなど、寺社の

参拝を目的とするものだったが、旅を題材とした滑稽本や

道中日記、案内絵図や風景画等の普及とあわせて、江戸時

代後期には物見遊山の旅も増えていきました。 

錦帯橋も江戸時代中期には、木曽の桟、甲斐の猿橋と並

ぶ三奇橋として漢文詩に詠われ、参勤交代や幕府巡検視の

記録にも表れています。江戸時代後期には、様々な刷り物

に描かれ、西国では金毘羅宮（香川県）や宮島の厳島神社

（広島県）に匹敵する一大名所となり、多くの往来を育ん

できました。 

この頃描かれた錦帯橋の絵図には、古代から名所として

知られる岩国山を背景に橋を描いているものが多く残さ

れています。時を経る中で、変わらず好まれ続けてきた風

景の構図が、ここにはあります。 

 

○物見による往来ともてなしの生業 

全国を見渡せば、城郭、藩主居館や庭園等が近代になっ

て観光地となる所は多くみられます。一方、岩国城下町は、

江戸時代から、錦帯橋の右岸橋詰には城門があり、左岸橋

詰には物見客が訪れます。近世期より藩主居館に非常に近

い場所に多くの人が訪れていた、独特な観光地です。 

近代になると物見客を相手にした生業がおきます。左岸

では橋詰周辺や土手町を中心に旅館や土産物屋が建つよう

になり、大正期や昭和初期頃に流行った３階建ての木造建

築が今に残されています。 

右岸の横山地区では武家地が文教施設に変わり、明治末期に川沿いに植えられた桜並木が

新たな名所となります。左岸の岩国地区では、橋詰めや武家屋敷の一部等が旅館や料亭等に

変わり、近代的な意匠の町家や業務施設が新たな時代性を添えるようになっています。 

戦後には岩国寿司等の郷土料理や伝統が見直され、一旦途絶えた鵜飼い等も復活しました。

錦帯橋への物見が時代を超えて、岩国城下町におけるもてなしの生業をつないでいます。

描かれてきた錦帯橋の構図 

橋本町のまちなみ 

錦帯橋を紹介する刷り物 
（「防州岩国錦帯橋 田邊屋貞治郎板」岩国徴古館蔵） 
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４．景観形成方針（一般地区） 

景観形成の目標の実現に向けて、「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承をふまえ、市街

地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針を自然、歴史・文化、生活・生産の視点から示します。 

 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○市街地周辺の山地・丘陵地の山並みと緑を守り、四季折々の豊かな自然を感じられる景観づくり

をめざします。 

○錦川、今津川、門前川の親水性を高め、川下のクスノキ巨樹群等の沿川の景観資源の保全を図り、

市街地に潤いをもたらす景観づくりをめざします。 

○本市のシンボルである錦帯橋を中心とした錦川周辺では、名勝錦帯橋の保全を図るとともに、文

化的景観の都市域の象徴地として、錦帯橋及び錦川から岩国山や城山への眺望の保全を図り、良

好な自然景観の保全と文化的景観の継承に取り組みます。 

○多くの人々が集う岩国運動公園では、錦川からの豊かな自然景観と調和した、地域に親しまれる

景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○旧山陽道や岩国往来等の旧街道の歴史的景観資源を守り育てるとともに、住民、市民、来訪者に

魅力的な景観づくりをめざします。 

○近世期、岩国城下町を支えた歴史を有する川西地区や今津地区では、地区固有の歴史を活かした

文化的景観を継承した魅力的な景観づくりをめざします。 

○河口域における近世期の開作の歴史を伝える麻里布川や尾津の樋門等の歴史的資源の保全を図

りながら、文化的景観の継承とこれらの資源を活かした景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

市街地周辺の山並み 川下のクスノキ巨樹群 

宇野千代生家 岩国往来の見学会 今津茶屋跡の酒造所（岩国往来） 

錦川の背景となる岩国運動公園 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○都市の拠点・玄関口となる駅及び空港周辺や、街の骨格となる主要幹線道路沿いは、街の顔とな

る新たな景観づくりをめざします。また、沿道の屋外広告物や建物のルールづくりにより良好な

景観形成を誘導します。 

○臨海部の工業都市として発展してきた歴史と多くの工場が集積している市街地は、岩国市の特色

であり、工場及び工場周辺の緑化を中心とした景観づくりをめざします。  

○開発、再開発による新しいまちづくりでは、周辺環境に配慮した景観づくりを積極的に進めます。 

○緑化や花いっぱい運動等の市民に身近な景観づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

 

○岩国駅周辺地区は、多くの人々が行き交う岩国市の顔となる玄関口であり、にぎわいや活力が感

じられる風格ある景観を創り育てる景観形成を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市街地周辺の田園景観を守り育てます。 

○ハス田が広がる尾津地区は、文化的景観

における生産域を象徴する地域固有の田

園景観を有しており、これらの景観を守

り育てる景観形成を展開していきます。 

景観に配慮した新たなまちづくり 花いっぱい運動 臨海部の工業地帯 

尾津のハス田 干拓の歴史を伝える樋門（尾津） 

屋外広告物の位置や

形態意匠、色彩等を誘

導し、岩国市の顔とな

る玄関口としてふさ

わしいまちなみ景観

の形成に努めます。 

建築物や工作物の高

さ、形態意匠、色彩等

に配慮し、統一感のあ

るまちなみ景観の形

成をめざします。 

岩国駅周辺は、多くの

人が集まる岩国市の

玄関口として、にぎわ

いや活力を感じる風

格のある都市景観の

形成を図ります。 

新たな駅舎や駅前広

場の整備においては、

周辺景観との調和に

努めます。 

商業施設等が立地す

る中心市街地では、花

と緑に囲まれた親し

みやすい開放感のあ

る景観形成を進めま

す。 

岩国地域の景観形成のイメージ（岩国駅周辺地区のまちなみ） 
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地形模式横断図 

・市街地からの山並みと緑の眺望景観を守ります。 

・山からの市街地、瀬戸内海へ開ける眺望景観を守ります。 

景観形成方針図 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 

５.横山重点地区の景観形成方針 

（１）景観特性と景観まちづくりの課題 

 

市街地の景観ゾーン（岩国地域）では、錦帯橋周辺の景観が重要な景観として市民から支持されていることが、アンケート調査結果等からうかがえます。特に、横山地区は、錦帯橋から続く吉香公園を中心に、堀割や菖蒲

園、香川家長屋門、武家屋敷跡（旧目加田家住宅ほか）、吉川史料館、吉香神社、吉川家墓所、紅葉谷公園等、岩国城下町の面影を感じさせる多くの歴史的景観資源があります。 

大正11年、錦帯橋は、国の名勝に指定されました。その後、昭和13年に横山地区を含む錦帯橋周辺を風致地区に指定し、自然環境と都市環境の調和を図ってきました。また、平成9年に旧岩国市街なみ景観条例の「景観

形成地区」に指定される中で、吉香公園整備や周辺道路の景観整備、建築物の修景等の景観行政を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自  然 

 

・錦帯橋の背景として映える城山 

・眼下に吉香公園、堀割、錦帯橋、錦川を眺める

ことができる城山頂上 

・清流錦川の流れと河原、桜並木、竹林が一体と

なった自然景観 

 

・鉄塔等の建設による城山の稜線の阻害 

・河川敷の駐車場利用 

・市民協働による城山の緑や桜並木、竹林の保全 

 

歴史・文化 

生活・生産 

・「土居」跡の堀や石垣、白壁の塀が多く残されたま

ちなみ景観 

・旧吉川邸厩門、香川家長屋門、旧目加田家住宅、

吉香神社、錦雲閣等の歴史的建造物 

 

・歴史的建造物や工作物の老朽化 

・歴史文化を継承する大切さの啓発と、保全に向け

た誘導策の導入 

・屋根の色調・高さ・形状が統一感のあるまちなみ

景観 

・錦川沿いの軒を連ねた町家のまちなみ景観 

・江戸期の敷地割の面影を残し、生け垣や庭等を持

つ良好な住宅地景観 

 

・周囲と違和感を感じる建築物や工作物 

・広い土地の細分化 

・周辺景観と不調和な看板やのぼり旗の設置 

・住民主体による歴史的なまちなみ景観の保全 
横山重点地区の景観特性と景観まちづくりの課題 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針第５章 

（２） 景観形成方針 

横山重点地区の景観形成方針を、自然、歴史・文化、生活・生産の視点から「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承をふまえ、以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

城
山

吉香公園

錦
川

錦帯橋

城
山

吉香公園

錦
川

錦帯橋

城
山

吉香公園

錦
川

錦帯橋

錦川の流れと護岸、河川敷

の竹林が形成する河川景

観を守ります。 

錦川の流れと護岸、桜並木が形成

する河川景観を守ります。 

錦川沿いの旭町の家なみの 

景観を守り育てます。 

錦帯橋からの眺望の対象となる城山、河畔のまちなみ、

錦川の護岸と流れからなる眺望景観を守り育てます。 

市街地から城山に続く緑

と山並みの稜線を守りま

す。 

堀割と菖蒲園の水辺景観

を守ります。 

城山からの眺望の対象となる堀割、まちなみ、

錦川の流れからなる眺望景観を守り育てます。 

統一感のある瓦屋根の景

観を守り育てます。 

市街地から城山に続く緑を守

ります。 

横山重点地区の景観形成のイメージ 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○錦帯橋周辺や城山から眺望されるまちなみ、いぶし銀の和瓦屋根と建物の高さが整った統一感のある家なみを守り育てます。 

○城下町の文化的景観を継承するとともに、武家屋敷地に由来する、ゆったりとした土地利用からなる風情と風格を育むよう、門・塀や前庭の緑が連なる和風の佇

まいを基本とするまちなみ景観をめざします。 

○景観形成を通じて、道路や公園、歩行者ネットワーク等の住みやすい都市基盤整備を図るとともに、公共施設の修景を図り、快適な住環境の向上をめざします。 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○岩国城下町の歴史を受け継ぐ建造物、堀割や石垣、門塀・庭木の緑が連なるまちなみと人々の暮らし

が形づくる文化的景観を守り育て、歴史文化を未来へつなぐ景観づくりをめざします。 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○市街地から城山へと続く緑を守り、吉香神社や土手、河川敷の桜並木をはじめとした四季折々の豊か

で美しい自然を感じられる景観づくりをめざします。 

○錦帯橋や錦川から城山への眺望景観を守り、文化的景観の継承に取り組みます。 

○史跡をつなぐ堀割と菖蒲園の水辺景観を保全します。 

○錦川の流れと護岸、河川敷の竹林が形成する河川景観を保全します。 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

建築物や工作物の高さ、形態意匠、

色彩等に配慮し、旧城下町として

の歴史的なまちなみ景観の形成を

めざします。 

城山からの眺望景観

となる統一感のある

屋根の景観を守りま

す。 

歴史的なまちなみ景観

に配慮し、屋外広告物の

位置や形態意匠、色彩等

を誘導します。 

歴史的な面影を残す観光地

としてふさわしいにぎわい

のある景観の形成をめざし

ます。 

■横山重点地区の景観区分別景観形成方針 

横山重点地区の「歴史散歩地区」、「うるおい住宅地区」、「山林河川地区」それぞれの景観形

成方針を示します。 

 

○歴史散歩地区： 錦帯橋から続く多くの歴史的景観資源と観光資源を活かした景観づくりをめ

ざします。 

・錦帯橋から続く錦川土手や吉香公園、香川家長屋門、吉川史料館、紅葉谷公園等、横山重点

地区の主要な歴史的景観資源を中心としたまちなみ景観を守り育てます。 

・錦帯橋橋詰周辺は、多くの来訪者が訪れる場としてにぎわいの創出を図るとともに、周囲の

歴史的雰囲気に配慮した建築物や屋外広告物の誘導等により、歴史的なまちなみ景観の形成

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 吉香公園入口 香川家長屋門 吉香公園菖蒲園 

歴史散歩地区の景観形成のイメージ（錦帯橋橋詰周辺のまちなみ） 
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○うるおい住宅地区：周辺の歴史的景観に配慮した閑静な住宅地の景観づくりをめざします。 

・建物の高さや形態意匠に配慮し、周辺景観に調和した和風の佇まいによるまちなみ景観の形

成を図ります。 

・錦帯橋や対岸から望む錦川沿いに位置する旭町は、かつての川原町として錦川との関わりの

中で育まれた生活・生業を伝える景観を有する地区として、文化的景観を継承し、町家の面

影を残す家なみが続き、軒先と瓦屋根が揃ったまちなみの景観を守り育てます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うるおい住宅地区の景観形成のイメージ（錦川沿いの家なみ） 

周辺景観に配慮したまちなみ 軒先と瓦屋根が揃ったまちなみ 

高さの揃った家なみ 

軒先が揃った連

続性のあるまち

なみ景観を守り

ます。 

まちなみの背景とな

る城山の緑や河川沿

いの桜並木を守り育

てます。 

錦帯橋及び錦川対岸

から望む統一感のあ

る屋根の景観を守り

ます。 

建築物や工作物の高さ、形態意匠、

色彩等に配慮し、周辺景観に調和し

た歴史的なまちなみ景観の形成をめ

ざします。 

道路や河川等の整備において

は、錦帯橋や城山からの眺めに

配慮するとともに、周辺景観と

の調和に努めます。 
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市街地の景観ゾーン（岩国地域）の景観形成方針

 

○山林河川地区：城山斜面緑地と錦川河川区域の自然景観を保全します。 

・城山の樹木を守り育て、錦帯橋の背景となる稜線や尾根の景観を守るため、建造物は、でき

る限り目立たないよう、錦帯橋や錦川の河原等からの眺めの保全と自然景観との調和をめざ

します。 

・岩国城址については、岩国の都市の始まりを伝える重要な資源として適切に保全を図ります。 

・錦川の自然景観を保つよう護岸にはできるだけ自然石を使い、桜並木や竹林を保全するとと

もに、建造物は、できる限り目立たないように努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

錦川の竹林 城山と錦川 千石原の桜並木 
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６．岩国重点地区の景観形成方針 

（１）景観特性と景観まちづくりの課題 

 

横山地区対岸の岩国地区は、城下町の暮らしを支える商いの中心地として整備され、近世の町家を素地に明治、大正、昭和という時代の移り変わりの中で、本市の中心的な商業地としての歴史と文化を継承してきました。

特に、大明小路や錦見七町等には、武家屋敷地や軒先が連なる町家、神社仏閣等の岩国城下町の面影を感じさせる歴史的な景観が今も残っています。 

また、岩国地区は、椎尾神社の緑や錦帯橋の背景として映える岩国山から続く山並み等の自然景観を有しており、加えて、昭和13年に岩国地区の一部を含む錦帯橋周辺を風致地区に指定し、自然環境と都市環境の調和を図

ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自  然 

 

・城山頂上からの錦帯橋、錦川、岩国のまちなみ

の眺望 

・錦帯橋の背景として映える山並み 

・清流錦川の流れと河原、石垣が一体となった自

然景観 

 

・鉄塔等の建設による山並み景観の阻害 

・斜面緑地の景観保全 

・河川敷の駐車場利用と原色ののぼり旗や置き看

板による自然景観の阻害 

歴史・文化 

生活・生産 

・武家屋敷の面影を継承する棟門と白壁板壁、前庭

の樹木、松のあるまちなみ景観 

・城下町の面影を継承する錦見七町の軒先が連なる

町家のまちなみ景観 

 

・歴史的建造物や工作物の老朽化 

・空き家や空き地の増加によるまちなみの喪失 

・城下町の趣とは異なる新しい建築物等によるまち

なみ景観の不調和 

・錦帯橋の入り口として多くの人が集まるにぎわい 

・店舗や金融機関の集まる古くからの商業地 

・職住が一体となって形成された多様な用途からなる

まちなみ景観 

 

・空き店舗の増加によるにぎわいの喪失 

・広い屋敷地の宅地細分化や屋外駐車場化によるま

ちなみ景観の変化 

・歩行者が安心して散策できる交通環境の整備と住民

が憩う公園の整備 

岩国重点地区の景観特性と景観まちづくりの課題 
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（２） 景観形成方針 

岩国重点地区の景観形成方針を、自然、歴史・文化、生活・生産の視点から「錦川下流域における岩国の文化的景観」の継承をふまえ、以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地から椎尾神社に続く緑

を守ります。 

市街地から岩国山へ続く緑と

山並みの稜線を守ります。 

錦川の流れと護岸、河原が形成

する河川景観と川岸の瓦屋根

の続く家なみの景観を守り育

てます。 

錦見七町のまちなみを維持し、

活用を図ります。 

大明小路の棟門や塀のある景

観を守り育てます。 

錦帯橋周辺は歩行者が安心し

て錦帯橋や街なみを見て楽し

めるようにします。 

錦
川 錦帯橋

城山からの眺望の対象となる錦帯橋から広がる低

層のまちなみ景観を守り育てます。 

錦帯橋から岩国地区の眺望の対象となる土手町等

の伝統的な建物の外観を継承していきます。 

吉香公園 錦帯橋

城
山 錦

川

岩国重点地区の景観形成のイメージ 

錦帯橋へのアプローチとなる

バス通りの風格のある沿道景

観の形成を図ります。 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○岩国城下町の歴史的な商業地としての魅力を高め、にぎわいと風格を感じさせる文化的景観の継承と魅力ある景観の形成をめざします。 

○岩国城下町の文化的景観を継承し、錦帯橋へと続くメイン通りである大明小路の風情を継承した門塀と前庭が連なるまちなみや、歴史的な町を継承した軒が連な

るまちなみの保全・形成を図り、和のしつらえや近代建築等のモダンと調和した佇まいを基本とする、低層を中心としたまちなみ景観の形成をめざします。 

○景観形成を通じて、道路や公園、歩行者ネットワーク等の住みやすい都市基盤整備を図るとともに、公共施設の修景を図り、快適な住環境の向上をめざします。 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○岩国城下町の歴史を今に伝える町割や棟門、白壁や板張りの塀、錦見七町を中心としたまちなみを形

成する町家等、重要な資源を修繕し、人々の営みの中で使い続けていくことで城下町の文化的景観を

継承し、歴史文化を未来へつなぐ魅力ある景観づくりをめざします。 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

○市街地の背景として椎尾神社から岩国山に続く緑を守り、四季折々の豊かな自然を感じられる景観づ

くりをめざします。 

○錦帯橋や錦川から岩国山への眺望景観を守り、文化的景観の継承に取り組みます。 

○錦川の流れと護岸が形成する河川景観を保全します。 
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■岩国重点地区の景観区分別景観形成方針 

岩国重点地区の「沿道にぎわい地区」、「こまちなみ地区」、「ゆとり住宅地区」、「山林地区」

それぞれの景観形成方針を示します。 

 

○沿道にぎわい地区：岩国地区へのアクセス道路沿道に、風格と統一感のある景観づくりをめざ

します。 

・バス通り南側の沿道では、通りに面して連なる門と塀、和のしつらえを施した店舗や住宅に

より、風格と統一感のある景観の形成を図ります。 

・臥龍橋通りの沿道では、まちの防火帯として整備された統一感のある建物の維持を図るとと

もに、賑わいのある通り景観の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿道にぎわい地区の景観形成のイメージ（バス通りの沿道） 

※図に示す通りの右側はゆとり住宅地区ですが、通りの景観形成

のイメージは同じです。 建物群がつくりだす通り景観（臥龍橋通り） 

城山を背景とした景観（バス通り） 

通り沿いに門と塀が連なり、和のしつらえを施した外観の建

物により、風格のある景観の形成を図ります。 
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第５章 

 

○こまちなみ地区：岩国城下町に由来する商業地の歴史と文化を継承した、風情のある景観づ

くりをめざします。 

・大明小路や裏路地である山手小路（一部）の沿道では、門と塀の連なりとその背後に垣間見

える建物の外観が醸し出す武家屋敷地に由来する風格を継承するとともに、大明小路の沿道

では、錦帯橋へ続く通りのにぎわいが織りなす文化的景観の継承による魅力ある景観の形成

を図ります。 

・錦見七町や土手町等の通りでは、まちの歴史と文化が織りなす通りの風情を継承し、屋根や

軒、壁の連なりと和のしつらえや近代建築等のモダンなしつらえを施した建物の連続性と生

業等による人々の営みが醸し出す文化的景観の継承による魅力ある景観の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ゆとり住宅地区：武家屋敷地等に由来するゆとりと風格を感じる低層住宅地の景観づくりを

めざします。 

・敷地内にゆったりと和のしつらえの低層住宅が建ち、通りからは塀や生け垣、庭木ごしに家

なみが垣間見える低層住宅地の景観形成を図ります。 

・バス通り北側の沿道では、通りに面して連なる門と塀、ゆったりとした敷地に和のしつらえ

を施した住宅により、風格と統一感のある景観の形成を図ります。 

 

こまちなみ地区の景観形成のイメージ 

町家が軒を連ねる錦見七町の道筋 大明小路の沿道 

門と塀の連なりとその背後に垣間見える和のしつらえを

施した建物の外観の建物により、風格のある景観の形成を

図ります。 

屋根や軒、壁の連

続性を保ちます。 

格子窓や引き戸等

の和のしつらえを

施します。 

伝統的な建築物を使い続けるとともに、地区全体として和の

しつらえを基調に歴史ある商業地にふさわしい佇まいを継

承・形成していきます。 
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○山林地区：椎尾神社へ続く緑と岩国山へ続く山並みの自然景観を保全します。 

・椎尾神社の社叢林や周辺の森林を守り育て、市街地の背景となる自然景観を守ります。 

・錦帯橋の背景となる岩国山へ続く稜線の景観を守るため、建造物はできる限り目立たないよ

う、錦帯橋や錦川の河原等からの眺めの保全による文化的景観の継承と自然景観との調和を

めざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

椎尾神社からの岩国のまちなみの眺望 錦帯橋の背景となる緑と山並み 

ゆとり住宅地区の景観形成のイメージ 

椎尾神社の森を背景とした景観 

庭木が豊かな低層住宅地 

敷地にゆとりのある低層住宅地とし、屋根は

切妻・入母屋・寄棟等の傾斜屋根とします。 

道路面には門・塀または生け

垣とし、緑化を図ります。 




